
令和 8 年度多治⾒市制記念花⽕⼤会デザイン募集要項 
(ポスター・チケット・パンフレット) 

 
 
１，募集の趣旨 

昨年から秋に開催される「多治⾒市制記念花⽕⼤会」は、多治⾒市内外から多くの⽅が訪
れる、多治⾒市を代表するイベントです。この花⽕⼤会を市⺠の皆様と⼀緒に楽しめる⼤会
にしたいと考え、多治⾒市制記念花⽕⼤会の印刷物として利⽤するデザインを市⺠の皆様
より募集いたします。 

 
２，応募資格 
特にありません。個⼈・団体等も問いません。 
 
３，応募書類等 
応募時に必要な書類等は次のとおりとします。応募作品を事務局あてに郵送または持参し
てください。 
(1) 応募申込書(別紙) 
(2) 応募作品(ポスター・チケット・パンフレット デザイン) 
それぞれ A3 判縦型⽤紙で出⼒したもの(ポスターは 60%縮⼩、他原⼨)  
※チケットは、桟敷席・スポンサー券、栈敷席,⼀般協賛券、桟敷席、⾃由席整理券の 3 種
を予定 
(3) 電⼦データ 
 
４，応募作品 
以下の規定に従って制作してください。(※Word、Excel は使⽤不可です。) 
(1) 花⽕⼤会の魅⼒を広くアピールできるものとします。 
(2) 応募作品は、写真、イラスト、CG などに制約はしませんが、受賞作品は最終的に電
⼦データ (Adobe 社 Illustrator ⼜は Photoshop で制作し⼊稿データの形)で提出いただ
きます。この際、⽂字及びパスはすべてアウトラインを施してください。 
(3) サイズ 
ポスター (515×728m、縦型)、チケット (57×125mm、横⾃由) 
パンフレットの表裏表紙 (210×297 ㎜)(表表紙:花⽕⼤会、裏表紙:夏まつり) 
(4) 応募作品は複数でも構いませんが、未発表の⾃作作品とします。⼆重応募や類似作品 
であることが発覚した場合は、採⽤後でも取り消すことがあります。 
(5) デザイン (イラスト、写真等)に第三者の著作権、肖像権等を使⽤する場合は、応募 
者はその使⽤についてあらかじめ当該権利者の承諾を得るようにしてください。 



(6) 「掲載⽂字の取り扱い」 
その他の情報は多治⾒市制花⽕⼤会事務局までお問い合わせください。記載するスペ ー
スを前提に(過去のポスターを参照ください)デザインしてください。 
(7) 別途、A4紙にデザインのコンセプト、⽒名、年齢、住所、電話番号、職業⼜は学校・ 
学年、所属団体名を明記し、作品と⼀緒に提出してください。 
(8) 応募にあたって必要とする費⽤は、応募者の負担とします。 
(9) ポスターデザインとしてふさわしい作品がない場合、「受賞作品なし」となる場合があ 
ります。 
 
５，応募作品の取扱い 
(1) 応募作品は、返却いたしません。 
(2) 応募作品の著作権については、多治⾒市制記念花⽕⼤会実⾏委員会に帰属します。 
(3) 最優秀作品は図案等として採⽤いたします。 採⽤作品に対して⼀部補作や修正を、事
務局にて⾏う場合があり、また、その作業を お願いする場合もございます。 
(4) 応募作品は、この公募の⽬的以外に利⽤しません。 
(5) 万が⼀、デザインの内容で著作権や肖像権等で問題があった場合は制作者本⼈が責任 
を負うものとし、「多治⾒市制記念花⽕⼤会」は⼀切の責任を負いません。また、問題 が
あった場合は、受賞の取り消しをおこないます。 
 
６，募集締め切り 
令和 8 年 6⽉ 22⽇(⽉)必着 
 
７，審査と発表 
最優秀賞(パンフレット表紙・ポスターに採⽤) 優秀賞(⼀般協賛席/⾃由席チケットに採
⽤) 
ご応募いただいた作品については多治⾒市制記念花⽕⼤会実⾏委員会にて審査し、受賞者 
には令和 8 年 7 ⽉中旬に直接通知いたします。その後公式デザインとして、市内各地およ
び 多治⾒市制記念花⽕⼤会のホームページに掲載いたします。また、受賞者につきまし
ては、 ⽒名、職業⼜は所属団体名を公表する場合がありますので、あらかじめ御了承く
ださい。 
 
 
 
 
 
 



■掲載⽂字の取扱い 
①（⼤会名称） 

「多治⾒市制記念花⽕⼤会」 
②(⽇時)  

令和 8 年 10⽉ 18⽇(⽇)陶都⼤橋~国⻑橋 
18 時 30分~19時 15 分（仮） 

 
■お問い合わせ 作品送付先 
多治⾒市制記念花⽕⼤会実⾏委員会事務局 
多治⾒市役所 商⼯観光課 〒507-8703 多治⾒市⽇ノ出町 2-15 
電話:0572-22-1250 (直通) または 0572-22-1111(代表)内線:1173 
ファクス:0572-25-3400 メール: tajimi.hanabi2026@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


